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とっとり県議会だより

問 昨年11月議会で、県出資法
人の人事の固定化の防止につい
て質問し、知事から一定のルー
ルを考えたいとの答弁があっ
た。ルールづくりはどうされた
のか。人事の固定化は改善され
たのか。知事の所見を伺う。
答 今議会中にガイドラインを
提示したい。具体的には雇用年
齢の目安と報酬の目安を示した
いと考えている。人事の固定化
の改善状況については、65歳
を超えた県職員ＯＢがこの１年
で６名退任され、若手への切り
替えが行われているところ。

問 講師不足が議論されている。
講師は担任を持ち教諭と全く同
じ仕事をしながら、何年しても
給与は23万円弱。その上、人
件費抑制のため意図的に任用の
空白期間を設け処遇を悪くして
いる。まさに講師はブラック中
のブラック。国はH26年にこ
の空白期間の問題の是正通知を
出している。処遇を改善すべき
と考えるが所見を求める。
答 （教育長）講師の任用の案
内の年内への前倒しや、空白期
間の問題について国の通知の趣
旨に則り関係機関と協議したい。
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常勤講師の処遇改
善について

一般質問鳥取県議会

議事録の全文は、県議会ホーム
ページからご覧になれます。

【お詫びして訂正します】

平 成30年 ６ 月 定 例 会 号 ６
ページ　藤縄喜和議員の一
般質問中、答①の「2023年」
は誤りで、正しくは「2033
年」でした。お詫びして訂
正します。

答弁者は、記載のないもの
は知事（各部局長の答弁も
含む）。教育長、警察本部長
は知事の部局ではないため
別に表記した。

答弁者説明

11月定例会の日程案
期　日 日　　程

11月28日（水） 本　会　議（開会・提案理由説明）
29日（木） 常任委員会
30日（金） 本　会　議（代表質問）

12月 4日（火）

本　会　議（一般質問・質疑）

5日（水）
7日（金）

10日（月）
12日（水）
13日（木）
17日（月） 常任委員会
18日（火） 特別委員会
19日（水） 本　会　議（採決・閉会）

　※ 日程は変更の可能性があります。
ネットでもご覧になれます

　本会議、常任委員会、全員協議会はインター
ネット（https://www.pref.tottori.lg.jp/gikai/）
で生中継と録画中継をしています。本会議は
ケーブルテレビでも放送しています。
※ご不明な点はお気軽に県議会事務局総務課

（☎0857－26－7460) へお問い合わせください。

　「とっとり県議会だより」は、６名の議員で構成された広
報委員会で編集作業を行っております。少しでもわかりや
すく県議会の動きをお伝え出来ればと考えております。さ
て、鳥取県議会では15年後2033年開催の２巡目国体招致
の決議を行いました。1985年の「わかとり国体」以来の
国体となります。今から楽しみです。 （広報委員会　M）

みなさまへ

県議会を傍聴しませんか
　県議会の審議は公開されており、どなたでも
本会議、委員会などの会議を傍聴できます。
　暮らしに直結する審議が、どのように進めら
れているのか、直接見てみませんか。議会日程
をご確認のうえ、県議会においでください。

お知らせ


